
令和９年度京都府公立学校教員採用選考試験大学推薦特別選考実施要項 
 

京都府教育委員会 
 
１ 趣旨 
  この要項は、令和９年度京都府公立学校教員採用選考試験において、大学からの推薦を受け
た方を対象として筆記試験の教職教養及び専門を免除する方を決定する特別選考（以下、「特
別選考」という。）を実施するために必要な事項を定めるものとする。  

 
２ 推薦の対象となる校種・教科（科目） 

校種等 教科（科目） 
小学校・ 

特別支援学校小学部 
一般採用枠・北部採用枠・ 

小中連携推進枠 
－ 

中学校・ 
特別支援学校中学部 

一般採用枠・北部採用枠・ 
小中連携推進枠 

一般選考で募集する 
教科（科目）と同じ 

高等学校・ 
特別支援学校高等部 

一般採用枠・北部採用枠 
一般選考で募集する 
教科（科目）と同じ 

特別支援学校 一般採用枠・北部採用枠 － 

 
３ 推薦を受け付ける大学 
（１）小学校・特別支援学校小学部推薦 
   小学校教諭一種（専修）普通免許状取得のための課程認定を受けている大学（大学院） 
（２）中学校・特別支援学校中学部推薦 
   中学校教諭一種（専修）普通免許状取得のための課程認定を受けている大学（大学院） 
（３）高等学校・特別支援学校高等部推薦 
   高等学校教諭一種（専修）普通免許状取得のための課程認定を受けている大学（大学院） 
（４）特別支援学校推薦 

特別支援学校教諭一種（専修）普通免許状取得のための課程認定を受けている大学（大学院） 
※ 大学間の協定に基づき、他大学等の科目履修により募集する校種・教科（科目等）の免許状
が取得できる場合は、課程認定を受けている大学とみなす 

 
４ 推薦要件  
   以下の（１）から（８）までのすべての要件を満たす方  
（１）令和９年３月において、上記免許状取得のための対象となる大学等を卒業見込み若しくは 

 修了見込みの方 
（２）小学校教諭一種（専修）免許状、中学校教諭一種（専修）免許状、高等学校教諭一種（専

修）免許状又は特別支援学校教諭一種（専修）免許状を現に有する方又は令和９年３月 31
日までに確実に取得できる見込みの方。ただし、特別支援学校については、幼稚園、小学校、
中学校及び高等学校のうちいずれかの普通免許状を合わせて有する方又は令和９年３月 31
日までに確実に取得できる見込みの方 

（３）昭和 42年４月２日以降に生まれた方 
（４）京都府公立学校（京都市立学校を除く京都府内の公立小学校、中学校、高等学校又は特別

支援学校）の教員となることを第１希望とし、京都府が求める教員像にふさわしい資質、能
力及び適性を備えた、学業成績が優秀な方（※） 

（５）次に掲げる実績等を有し、その経験等が児童生徒への教育効果の面で期待できる方 
  ア 学校等において教員の補助（教科活動、特別活動、委員会、クラブ活動等）を行うなど、 

  児童生徒の教育指導に関わった実績がある方 
  イ 専門分野において優れた研究実績を有する方又は指導方法の工夫改善（教科指導法、教 

  材開発等）に優れた実績を有する方 
  ウ 高等学校在学中以降に、スポーツ・芸術・文化活動において顕著な実績を有する方 
    例）スポーツ分野：全国レベルの大会において優秀な成績を収めた方 
      芸 術 分 野：全国レベルのコンクール、展覧会等において優秀な成績を収めた方 
  エ その他多様な経験を有する方 
    例）海外留学、ボランティア活動 



（６）京都府内どこにでも勤務できる方。ただし、北部採用枠については、京都府北部地域（綾 
部市、福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町及び与謝野町）において採用後 10年間
程度勤務できる方 

（７）地方公務員法第 16条及び学校教育法第９条のいずれにも該当しない方  
（８）学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童生徒性暴力等の防止等のための措置に

関する法律第２条第８項の特定性犯罪事実該当者に該当しない方 
 （※）学業成績が優秀な方とは、取得単位科目の評価を下表のとおり点数化し、１科目あたり

の平均点が 2.0以上の者を言う 
    なお、「認定」や「合格」など、評価のつかないものについては、平均に含めない。 

また、大学院及び教職大学院の区分から推薦する者については、大学院及び教職大学院
での取得単位科目の成績評価とし、大学での成績評価は含めない。 

評価（評価区分） 点数 

「秀」「優」相当 ３点 

「良」相当 ２点 

「可」相当 １点 

 
５ 推薦人数  
  各大学、大学院及び教職大学院につき以下のとおりとする。 

ただし、各校種・教科ごとに、前年度採用選考試験における在学生の合格・採用者数が、大
学推薦上限数以上であれば、当該校種・教科の推薦枠に１名を加算。 

校種等 
小学校・ 

特別支援学校小学部 
３名以内 

中学校・ 
特別支援学校中学部 

校種・教科ごとに２名以内 

高等学校・ 
特別支援学校高等部 

校種・教科ごとに２名以内 

特別支援学校 ３名以内 

 
６ 推薦手続等  
（１）提出書類  
   次の書類を各大学で取りまとめの上、教職員人事課長あて親展で送付すること。 
  ア 送付状（別添様式１） 
  イ 推薦書（別添様式２）  
  ウ 成績証明書（各大学の様式による。）  
（２）申込期間 
   令和８年３月 23 日（月）から５月７日（木）まで（５月７日（木）の消印有効） 
（３）その他 
   出願は、志願者本人が行うこと。 
 
７ 選考方法  
（１）推薦書類の内容を総合的に判断し、選考する。 
（２）被推薦者が、他校種・他教科について重ねて申し込むことはできない。重複申し込みを行

ったときには、いずれの受験申し込みも無効とする。 
（３）この特別選考に不合格の方であっても、希望する方は同じ校種・教科及び採用区分で一般 

 の京都府公立学校教員採用選考試験（以下、「一般選考」という。）を受験できる。ただし、 
 この場合には筆記試験の教職教養及び専門免除の適用はない。 

（４）選考結果は、６月上旬に大学に通知し、大学から本人に周知する。 
 
８ その他 
（１）「推薦書」の希望採用区分欄と「志願書」の志願区分欄は同一のものを選択すること。 
（２）この特別選考が不合格の場合の一般選考の受験の有無は、「推薦書」の不合格の場合の区 

 分欄で選択すること。 



 
９ 特別選考書類の提出先及び問合せ先  
  京都府教育庁管理部教職員人事課人事係 
   〒602－8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 
   電 話  ０７５－４１４－５８０３ 
   ＦＡＸ  ０７５－４１４－５８０１ 


